
休日保育利用者様 

め い け こ ど も 園 

園長 武田 幸枝 

℡ 284-2156 

めいけこども園休日保育について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用日：日曜日、祝日と 12月２９・30日（12月 31日～1月 3日はお休みです） 

対 象：1歳児から 6歳児で市内の保育園、認定子ども園、小規模保育事業 2，3号認定児 

利用時間：午前 8時～午後 6時（最終時間厳守） 

定 員 ：６名 保育士２名で保育いたします。 

      他の園からのお子さんが集まります。安全面を考慮して少数で保育します。 

◆通っている園を前後２週の月曜日から土曜日の間で 1日、休んでいただきます。 

◆1歳 7ヶ月～6歳児･･･お昼を提供＊レトルトお子様カレー（ご飯を持参） 

                 ＊ゼリー 

              おやつ＊米菓を食べます。 

◆毎回同じお昼なので、保護者が弁当持参を希望する場合は、この限りではありません。 

連絡事項 

 ＊薬について･･･新潟市様式の「与薬依頼書」が必要です。 

 ＊全ての持ち物に必ず、なまえをつけて下さい。 

 ＊申し込まれた時間より遅れる場合は、必ず連絡をお願いいたします。 

 ＊最終時間は、午後 6時です。遅れないようにお迎えをお願いいたします。 

 ＊保護者の方のお子様の送迎は１階つぼみ組保育室まで、お越し下さい。 

  ２階や事務室は立ち入り禁止です。ご協力おねがいします。 

 ＊お子様をお預かりするにあたり、簡単な連絡用紙を渡しますので、家庭で記入して 

登園日にこども園まで持参して下さい。 

 ＊保育短時間認定の方は、午後 4時以降は 30分毎に 100円の延長料金がかかります。 

当日、お支払いをお願いします。 

 ＊ご飯を忘れたり、落とした場合、ご飯代として 100円をいただきます。 

 

◆前月の１日 8 時～５日 17 時までＦＡＸ（２８４－２１９３）をするか、直接園まで書類を提出

して下さい。調整をして、携帯メールで連絡をいたします。 

受け入れ人数より、多数の問い合わせがあるため、必要な日でだけ申し込み、キャンセルがないよ

うにご協力お願いいたします。 

◆熱や急用でお休みの場合は当日９時までに℡284-2156に連絡下さい。 

◆園で熱が出た場合は、勤務先にお電話いたしますので、早急にお迎えをお願いいたします。 

 ※労働基準法で原則 1 週間に 1日お休みをとることになっています。 

 休日保育（日曜、祭日も）を利用する場合は、原則、通常通っている保育園を月曜日から土曜日の間で

1日 保護者がお休みの日に休んでいただきます。利用振替休日表の記入、提出が必要となります。 

 


